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農水法務 育成者権の活用

弁護士 外 村 玲 子



左：農林⽔産省ウェブサイト https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/kouri/attach/pdf/index-2.pdf
右：農林⽔産省ウェブサイト https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/attach/pdf/012-4.pdf



育成者権の特徴

•育成者権は、育成された品種（植物体そのもの）を保
護するための権利で、農林水産省に品種登録するこ
とで発生します。
•品種とは、重要な形質に係る特性の全部又は一部に
よって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、
その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる
一の植物体の集合（種苗法２条２項）
•育成者権者は業として登録品種及び登録品種と明確
に区別されない品種の種苗、収穫物及び一定の加工
品を利用する権利を専有します。



育成者権の活用例
（安代リンドウ）

岩⼿県⼋幡平市ウェブサイト
https://ashirorindo.com/category/kiribana/ 農林⽔産省「農林⽔産業・⾷品産業の公的研究機関等のため

の知財マネジメントの⼿引き 」115⾴〜
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/attach/pdf/intellect-27.pdf



育成者権の活用例 （安代リンドウ）
農林⽔産省「農林⽔産業・
⾷品産業の公的研究機関等
のための知財マネジメント
の⼿引き」115⾴〜
https://www.affrc.maff.go.j
p/docs/attach/pdf/intellect
-27.pdf



ご清聴ありがとうございました。


